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地方税の賦課徴収における国・都道府県・市町村の関係

税目 課税標準等
国税関係
準拠法

備考
税収に占め
る割合

法人道府県民税 法人税額×税率 法人税法 ・法人関係税については事業者が国・道府県・市町村それぞれへ申告納付

法人事業税 法人所得金額×税率 法人税法 ・法人関係税については事業者が国・道府県・市町村それぞれへ申告納付

個人事業税 所得額×税率 所得税法 ・所得税申告書内容等を基準に課税

個人道府県民税 所得額×税率 所得税法
・所得税申告書内容等を基準に課税
・市町村が個人市町村民税と併せて徴収

地方消費税 消費税の２５％ 消費税法
・国が徴収、内２５％を都道府県へ交付
・都道府県の収入のうち５０％を市町村へ交付

市町村に課税標準
を準拠している税

不動産取得税 固定資産台帳価格×税率 ・新築・増築等の価格については国が定める固定資産評価基準により評価 2%

道府県民税利子割 利子等額×税率
・２０％の内１５％は所得税として国が徴収（源泉徴収）
・都道府県収入のうち５９．４％を市町村へ交付

道府県民税配当割 配当額×税率
・１０％の内７％は所得税として国が徴収（源泉徴収)
※本則は２０％のうち国１５％、都道府県５％

道府県民税株式等譲渡所得割 譲渡所得金額×税率
・１０％の内７％は所得税として国が徴収（源泉徴収)
※本則は２０％のうち国１５％、都道府県５％

道府県たばこ税 売り渡し本数×税率 ・たばこ関係税については事業者が国・道府県・市町村それぞれへ申告納付

自動車二税 取得価格、排気量
・その他自動車関連課税：国（自動車重量税）、市町村（軽自動車税）
・自動車取得税の６６．５％を市町村へ交付

軽油引取税 軽油引取量×税率
ゴルフ場利用税 等級×税率 ・都道府県収入のうち７０％を市町村へ交付
狩猟税 免許区分×税率
鉱区税 面積×税率

個人市町村民税 所得額×税率 所得税法
・所得税申告書内容等を基準に課税、給与所得者については事業者が給与支
払報告書を市役所へ提出（国にも別途給与所得の源泉徴収票を提出）

法人市町村民税 法人税額×税率 法人税法 ・法人関係税については事業者が国・道府県・市町村それぞれへ申告納付

国税等と関連のあ
るもの

市町村たばこ税 売り渡し本数×税率 ・たばこ関係税については事業者が国・道府県・市町村それぞれへ申告納付 4%

軽自動車税 排気量等 ・その他自動車関連課税：国（自動車重量税）、都道府県（自動車二税）
固定資産税 固定資産台帳×税率
都市計画税 固定資産台帳×税率
事業所税 事業所面積、従業者給与総額

入湯税 入湯客×税率
鉱産税 売り渡し価格×税率

　　　　　　　　　　※税収に占める割合は、平成24年度地方税収入見込額（総務省HP）を基に算出
参考：国税のうち地方自治体へ配分されるもの
　○地方交付税財源　　　・・・・　所得税（３２％）、酒税（３２％）、法人税（３４％）、消費税（２９．５％）、たばこ税（２５％)
　○地方法人特別税　　　・・・・　都道府県が法人事業税と併せて賦課徴収し国へ納入→総額を国が地方法人特別譲与税として都道府県に再配分
　○地方揮発油税　　　　 ・・・・　総額の５８％を都道府県及び指定都市に、残り４８％を一般市町村に地方揮発油譲与税として配分
　○石油ガス税　          ・・・・　５０％に相当する額を都道府県及び指定都市に石油ガス譲与税として配分

　 　○航空機燃料譲与税　 ・・・・　２/１３に相当する額のうち、１/５を空港関係都道府県に、４/５を空港関係市町村に航空機燃料譲与税として配分
　○自動車重量税         ・・・・　４０７/１０００に相当する額を市町村に自動車重量譲与税として配分
　○特別とん税             ・・・・　総額を開港所在地市町村に特別とん税譲与税として配分

国税等と関連のあ
るもの

国税に課税標準を
準拠している税目

府
県
税

市
町
村
税

その他

国税に課税標準を
準拠している税目

その他

74%

4%

20%

44%

52%
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神奈川県臨時特例企業税に係る訴訟判決について 

１ 臨時特例企業税の概要 

 (1) 創設の趣旨 

   都道府県の基幹税目である法人事業税が、行政サービスの対価としての応益的な性格を有する税

でありながら、原則として所得を課税標準としているため、行政サービスとの受益関係が税負担に

的確に反映されず、税収も不安定なものになっていたことを踏まえ、法人課税における負担の公平

と税収の安定化を図る観点から、外形標準課税が導入されるまでの当分の間の措置として創設。

 (2) 課税対象 

・当期利益が黒字で、欠損金の繰越控除を適用した資本金５億円以上の法人を対象

  ・繰越欠損金の額に相当する所得を課税標準として課税

 (3) 経緯 

  ・平成 13年３月 条例案可決
・平成 13年６月 法定外普通税の新設に係る総務大臣同意

  ・平成 13年８月 条例施行
  ・平成 16年４月 外形標準課税が法人事業税に導入

改正条例施行（税率引き下げ、５年間の経過措置）→ 平成 21年３月失効
・平成 17年 10月 横浜地裁に訴訟提起

  ・平成 20年３月 地裁判決  【神奈川県敗訴】
  ・平成 22年２月 東京高裁判決【神奈川県勝訴】
  ・平成 25年３月 最高裁判決 【神奈川県敗訴】

２ 訴訟の概要 

  いすゞ自動車株式会社は、平成 16年３月期及び平成 17年３月期の臨時特例企業税を申告納付した
が、その後、「同税の根拠である神奈川県臨時特例企業税条例は無効であり、納付する必要はなかっ

た」として、申告内容の更正を請求。

  これに対し、処分庁（川崎県税事務所長）が更正すべき理由がない旨の通知処分を行ったところ、

平成 17年 10月、神奈川県を被告として、条例が無効であることを理由に、納付税額約 20億円の返
還を求める訴えが提起された。

３ 最高裁判決 

  平成 25年３月、最高裁において、神奈川県全面敗訴の判決が下された。

 判決要旨 

特例企業税を定める本件条例の規定は、地方税法の定める欠損金の繰越控除の適用を一部遮断する

ことを趣旨、目的とするもので特例企業税の課税によって欠損金の繰越控除を実質的に一部排除する

効果を生ずる内容のものであり、各事業年度間の所得の金額と欠損金額の平準化を図り法人の税負担

をできるだけ均等化して公平な課税を行うという趣旨、目的から欠損金の繰越控除の必要的な適用を

定める同法の規定との関係において、その趣旨、目的に反し、その効果を阻害する内容のものであっ

て、法人事業税に関する同法の強行規定と矛盾抵触するものとしてこれに違反し、違法・無効である。

※ 神奈川県資料を基に作成

参考 
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